
総務省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

○当市でも税務署からの照会が年間100件以上（電話照会含む。）あり、そ
の対応に負担を感じている。
特に、電話照会が多いが、電話では対応に時間がかかる上、伝達ミス等が
発生する可能性が書面等での対応より多いという不安もある。
郵送による照会は日数がかかるため、電話照会を多用されているものと思
われるが、電子的な照会手段が整備されれば時間短縮及び正確性の向上
に資するものと考えられる。
○当市では、税務署からの照会が年間150件以上あり、同様に照会対応の
時間が削減できれば他の業務に充てることができ、市民サービスの向上に
繋がることから賛同する。
○国税局・税務署からの文書による照会はほぼ毎日のように発生しており、
照会年分（年度）についても通常直近３～６年分を照会してくる場合が多く、
世帯状況や勤務先の他、課税資料の写しを求めてくることもあり、国保・介
護等の照会と比べて１件あたりの対応に相応の時間と事務量を要してい
る。情報連携システムや国税連携システムの活用等により、課題も多いと
は思うが地方公共団体側にも負担がかからないような照会方法を検討して
頂きたい。
【令和２年度の国税局・税務署からの文書照会】
・国税通則法第74条の12：約260件
・国税徴収法第146条の２：約230件
合計約490件…１件あたりの照会に要する時間はおおよそ15～30分程度
で、二重確認を行っているので実際には30～60分程度かかることもある。国
保・介護等照会にかかる１件あたりの所要時間は概ね３分（二重確認を行っ
ても６分）程度である。
○当市でも年間100件ほどの照会があり、照会対応に時間を要するため提
案内容に賛同します。
○税務署からの課税に関する照会については、確定申告提出時に源泉徴
収票の添付義務を無くした結果、所得控除内容が不明であるため、その所
得控除内容に対して市町村への問い合わせが増加している。
また、所得控除内容が不明である確定申告書が課税資料で市民税を賦課
する際、所得控除内容が不明であることから、控除内容を確認するために
納税義務者へお知らせを発送し、所得控除内容を確認後、賦課するなど業
務量が増加している。
○当市においても、紙ベースの紹介のみで100件を超える照会があり、加え
て電話等での紹介もあるので調査等には相当な時間を費やしている。他市
町村からの同様の調査も膨大な量となっているため、税務署の調査に係る
事務負担を軽減できれば市民サービスの向上及び時間外勤務を減らすこと
にも繋がる。
○当市においても、税務署からの電話や文書による住民税課税情報等の
照会回答に多くの時間を費やしている。
【令和２年度実績】
電話での照会：約500件（１件あたり10分程度）
郵送・窓口での照会：175件（１件あたり５分程度）
⇒年間約5,875分程度費やしている。
○当市においても、年間200件を超える照会を受けており、その対応に多く
の時間を費やしている状況である。
○税務署からの電話照会と郵送照会はそれぞれ一日２～３件程度あり、負
担を感じている。業務効率化のため、情報提供ネットワークシステムなどの
活用を推進すべきと考えるが、現状の照会はシステム内にデータで持って
いない内容であることが多いため、活用することは難しいと思われる。
○【支障事例・制度改正の必要性】
支障事例の件数統計を除き、提案市に同じ。
【求める措置の具体的内容につき付記】
システムを利用する場合、自動応答が可能である等回答する側の地方公
共団体の職員の作業が必要ない作りであることを希望する。
○提案市と同様、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話及び郵送
で行われており、その照会回答に時間を費やされるため苦慮している。
具体的には、電話による問い合わせが年間に100件以上（１件に10分程
度）、郵送による照会が年間約200件（１件に30分程度）あり、人口約40万人
の当市において、年間7,000分程度費やしている。

税務署等と地方自治体の情報の授受をオンラインで行えば、双方にとっ
て業務の効率化が期待できる一方、相応のシステム投資を要すること
から、国税当局と地方税当局で調整の上、検討を進めていく。

システム投資について、既存のシステムを活用するなどの工夫を行うこ
とで一定の投資コストの削減が可能であると思われる。また、地方が
被っている対応にかかる時間や費用及び税務署での照会手続きにか
かる時間や費用などと比較考量すれば、費用対効果の高いものと思わ
れる。国全体で見た行政コストの削減や行政手続きの効率化を考慮い
ただき、積極的な検討をお願いしたい。また、システム投資を検討する
際には地方自治体や税務署の意見を聴取し、より有用な情報がやりと
りできる仕組みとなる様に配慮をお願いする。さらに、国の策定する「経
済財政運営と改革の基本方針2020」、「成長戦略フォローアップ」、「規
制改革推進に関する第１次答申の行政手続コストの削減の行政手続き
簡素化の３原則にある行政手続きの電子化の徹底」及びデジタル庁の
創設などからもわかるように国や地方の行政手続きの電子化は、国全
体の喫緊の課題と捉えられ、今回の提案についてもこれらの課題解決
に資するものと考える。これらのことを踏まえ積極的な検討をお願いした
い。

管理番
号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

49 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 税務署からの
住民税課税
情報等の照
会対応に係る
事務負担の
軽減

税務署からの住民税課税情報等の照会を、地方公共団
体に負担をかけない方法として頂きたい。例えば、情報
提供ネットワークシステムや国税連携システムなどを活用
した照会など、地方公共団体が対応に時間をとられない
ような方法を検討いただきたい。

現在、税務署からの住民税課税情報等の照会は電話、窓口への来庁及び
郵送で行われており、市町村の住民税担当窓口において、その照会回答の
対応に多くの時間を費やされ、通常業務を行う時間が奪われ対応に苦慮し
ている。具体的には、年間に100件以上の問い合わせがあり、１件に15分程
度かかるとして、人口約９万人の当市において、総合計年間1,500分程度費
やしている。

税務署からの照会対応に要する時間を削減することで、
その時間を住民への窓口対応等にあてることができ、市
民サービスの向上につながる。

国税通則法第74条の
12、国税徴収法第146
条の２、行政手続に
おける特定の個人を
識別するための番号
の利用等に関する法
律第19条７号、第19
条９号

デジタル
庁、総務
省、財務
省

大府市 前橋市、千葉
市、船橋市、
八王子市、川
崎市、山梨
県、長野県、
御殿場市、豊
橋市、半田
市、知多市、
名張市、京都
市、岸和田
市、枚方市、
八尾市、山鹿
市、中津市、
宮崎市

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答



総務省　令和３年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

― 【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

令和８年度のオンライン化開始に向け
て、今後、関係システムの刷新・改修
等を進めるため、必要な予算の確保
等を行う。

御提案を踏まえ、既存のシステム（国税地方税連携システム等）を活用
することも視野に入れつつ、利用者の意見も聴きながら関係省庁間で検
討を進めていく。

５【総務省】
（８）国税徴収法（昭34法147）、国税通則法（昭37法66）及び行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25
法27）
税務署から地方公共団体への住民税課税情報等の照会（国税徴収法
146条の２並びに国税通則法74条の12第１項及び２項）については、令
和８年度に予定している国税情報システム（国税総合管理（KSK）システ
ムと国税電子申告・納税システム（e-Tax））及び地方税のオンライン手
続のためのシステム（eLTAX）の刷新・改修や、地方公共団体の基幹業
務等システムの統一・標準化の取組を踏まえ、地方公共団体の事務負
担を軽減する方策を検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づ
いて必要な措置を講ずる。
（関係府省：デジタル庁及び財務省）

検討中 令和８年度以降 令和８年度に予定している国税情報シス
テム（国税総合管理（KSK）システムと国
税電子申告・納税システム（e-Tax））及び
地方税のオンライン手続のためのシステ
ム（eLTAX）の刷新・改修や、地方公共団
体の基幹業務等システムの統一・標準化
の取組等を踏まえ、地方公共団体の事
務負担を軽減する方策として、税務署か
ら地方公共団体へのご指摘の照会につ
いては、原則、オンラインにより実施する
方向で検討を進めるとの結論を得た。

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見

解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記
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補足
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号
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制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答

ＤＶ等被害者の保護は重要であると認識しており、ご提案のような事例
について、どのような対応が考えられるか検討してまいりたい。

「どのような対応が考えられるか検討してまいりたい」とのことであるが、
少なくとも、通知等に基づく措置情報の転送先市町村例として、固定資
産等の所在市町村を追加するとともに、地方税の固定資産等において
も適切に措置が行われるよう、相談機関等及び市町村へ周知いただき
たい。
また、ＤＶ等の被害者の保護がより確実になるなど、更なる被害の防止
に寄与するため、対応について直ちに検討及び実施していただきたい。

第１次回答を踏まえ、申告書第１表右下税務署整理欄の補完記入につ
いて、当市の過去３年分の紙媒体で提出のあった申告書のうち、租税
特別措置法第25条適用者の申告書について、H欄を確認したところ、補
完記入漏れが見受けられ、その中には、「○免」及び「措法第25条」の記
入が漏れていて、かつ、H欄が記入されていないものも見受けられた。こ
のような状況では課税漏れや遡及課税はなくならず、適正な課税につな
がらない（補足資料参照）。
また、何より特例適用者を正確に把握するための確認作業は膨大で大
変苦慮している。税務署から提供された申告書第１表農業収入・所得欄
に数字があるものの中から「○免」及び「措法第25条」の記載のあるもの
を確認するほか、記入漏れに備えて、前年申告で免税となった者等につ
いても「肉用牛の売却による所得の税額計算書」もしくは「収支内訳書」
の確認に必ず税務署へ赴いている。そこまで努めていても「○免」及び
「措法第25条」の記入が漏れている特例適用者を把握しきれない事を制
度上の問題と認識している。
次に、第１次回答中「当該特例適用の有無を税務署に赴くことなく確認
することが可能である。」とのことだが、現状、紙媒体で確定申告書の提
出を行った者については、このデータ連携で課税に必要な情報をすべて
確認することができないため、「税額計算書」等の確認に必ず税務署へ
赴くこととなり、当初課税時の事務の負担となっている。
第１次回答において、「e-Tax以外の紙媒体で提出のあった申告書につ
いて、既に地方公共団体側で当該特例の適用者を把握することができ
る（略）仕組みが整備されているため、対応しない。」とされているが、以
上の状況を十分に勘案していただいた上で、地方税法第20条の11（事
業者等への協力要請）に基づき、市町村から税務署に協力要請があっ
た場合には、租税特別措置法第25条適用者については、関係資料の閲
覧だけではなく、一覧表等による情報提供に協力するよう周知徹底する
ことを求めるものである。
適正な国民健康保険税の課税及び市町村の事務負担軽減のため、引
き続きご検討をお願いしたい。

有盛岡市、海老
名市、山梨
県、長野県、
京都市、高松
市、久留米
市、長崎市、
山鹿市、宮崎
市

総務省、
財務省、
厚生労
働省

【制度改正の経緯】
配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為
（以下「ＤＶ等」という。）の加害者が、住民票の写し等の交付等を不当に利用し
て、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図るため、平成16
年に住民基本台帳事務におけるＤＶ等支援措置（以下「措置」という。）が制度化
された。
【支障事例】
措置の情報は、総務省通知や住民基本台帳事務処理要領（以下「通知等」とい
う。）に基づき、被害者の現住所地の市町村及びその庁内、前住所地の市町
村、本籍地の市町村（以下「転送先市町村例」という。）においては情報連携が
図られている。一方、被害者の固定資産又は車両（以下「固定資産等」という。）
の所在市町村が転送先市町村例と異なる場合、固定資産等の所在市町村が措
置の情報を把握するためには、被害者本人から固定資産等の所在市町村へ措
置の申し出がされない限り覚知できず、必要な場合に措置を講ずることが出来
ない可能性が極めて高い。また、被害者の固定資産等の所在市町村が、情報
提供ネットワークシステムを通じて被害者の住民基本台帳情報を照会した場
合、現在のシステムでは措置の有無を識別できるようになっていないため、他市
町村において、措置を講ずることが出来なかった事例がある。
【制度改正の必要性】
措置が適切になされず、被害者が殺害されるなどの事例も見受けられている。
特に、地方税のうち固定資産税は不動産を課税客体としていることから、ＤＶ等
の加害者が公開情報である不動産登記情報を調べた上で、不動産の所在する
市町村へ固定資産税情報が記載されている証明書等の交付申請を行うことに
よって、被害者の現住所を特定することが想定されるため、通知等に記されてい
る転送先市町村例のみならず、被害者の固定資産等を有する都道府県及び市
町村の相互連携が必要である。
【懸念の解消策】
通知等における措置情報を転送する市町村の例として、固定資産等の所在市
町村を追加するとともに、地方税の固定資産等においても適切に措置が行われ
るよう、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等及び
市町村へ周知する。また、情報提供ネットワークシステムを通じて閲覧ができる
住民基本台帳情報と併せて措置の有無を識別できるようシステムを更改する。

111 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 ＤＶ等支援措
置のうち地方
税での措置の
周知及び住民
基本台帳情
報の調査時に
おける支援措
置情報の提
供

ＤＶ等支援措置のうち地方税での措置の周知及び情報提
供ネットワークシステムを通じて閲覧ができる住民基本台
帳情報と併せてＤＶ等支援措置の有無を識別できるよう
にすること。

○当市では、申告書に「第25条」や「免」の表記がなければ、25条を適用
していないものとし課税を行っている。 しかし、 e-Tax以外の申告書に
ついては職員が一件一件表記がないか確認しなければならず、確実性
に欠けた状況である。 農政担当部局の協力のもと、牛農家の一覧と免
牛所得の申告者を照らし合わせるなど、改善を検討しているが、時間が
かかる作業であり、毎年の当初賦課業務のルーティンに組み込めてい
ない。
○所得を正確に把握することで適正な国民健康保険料の賦課ができ
る。

e-Tax以外の紙媒体で提出のあった申告書について、既に地方公共団
体側で当該特例の適用者を把握することができる以下の仕組みが整備
されているため、対応しない。
税務署では提出のあった申告書をデータ入力する前に、肉用牛の売却
に関する特例適用者については、申告書第１表の右下にある税務署整
理欄の「H」欄に「１」又は「３」と補完記入することとしている。申告書のイ
メージデータは地方公共団体にデータ連携しており、申告書イメージ
データの税務署整理欄「H」欄を確認することで、当該特例適用の有無
を税務署に赴くことなく確認することが可能である。

内閣府、
警察庁、
総務省、
厚生労
働省、こ
ども家庭
庁

北広島
市、船橋
市

旭川市、いわ
き市、東海
村、桐生市、
八王子市、川
崎市、長野
県、中野市、
豊橋市、田原
市、枚方市、
兵庫県、出雲
市、府中町、
香川県、宇和
島市、久留米
市

租税特別措置法第25条により免税となった肉用牛の売却
所得がある者を正確に把握することができることから、課
税漏れや遡及課税等を防ぐことができる等、国民健康保
険税の適正な賦課を行うことができる。
国税連携システムで把握ができない情報について、別途
税務署に赴き閲覧等を行う事務負担が大幅に軽減され
る。
【求める措置の具体的内容の補足】
（国税連携システムに係るデータ連携書類の拡大（規制
緩和）を求めることは、過去令和元年№113で既に議論済
みと承知している。 本件については、データでの閲覧を
規制されている紙媒体での確定申告に係る添付資料に
基づく情報（特措法適用者情報）について、国税連携シス
テムによらずに情報提供を可能にする（または可能であ
ることを明確にし、協力要請に応じることを改めて周知す
る）よう求める提案である。）

地方税法第20条の11
租税特別措置法第25
条

ＤＶ等の被害者の保護がより確実になるなど、更なる被
害の防止に寄与する。

ドメスティック・バイオ
レンス、ストーカー行
為等、児童虐待及び
これらに準ずる行為
の被害者の保護のた
めの適正な事務執行
の徹底について（周
知）（令和元年６月27
日付け総務省自治税
務局企画課事務連
絡）
住民基本台帳事務処
理要領５－10

○当市では市民課と情報連携を図っており、ＤＶ措置の取られている市
民が転出入した場合や期間延長した場合に情報提供を受け、税システ
ムに入力している。これにより、証明窓口、固定資産税をはじめとする
税部門に税システムを通じて情報共有し、ＤＶ措置の有無を認識できる
ようにしているが、提案のように全国区の情報が入手可能であれば、被
害防止に寄与することになると考える。

租税特別措置法第25条に基づく肉用牛の売却による農業所得の課税の特
例により、所得税及び市町村民税は肉用牛の売却に伴う所得が免税となる
ものの、国民健康保険税に関しては当該免税措置の対象とならない。した
がって、国民健康保険税の賦課に際しては、免税前の所得を把握する必要
がある（市町村民税においても均等割の判定には免税前の所得が基準とな
る）。
国税連携システムによって、市町村は、①e-Taxにより申告のあった者につ
いては確定申告書のほか、青色申告決算書（農業所得用）等の添付書類、
②紙媒体により申告のあった者については確定申告書のみを確認できる
が、租税特別措置法第25条の適用があったにもかかわらず、申告書への記
載が漏れている事例（②のうち、確定申告書B第一表の㊶に「免」と記載の
ないもの及び第二表の特例条文等欄に「措法25条」と記載のないもの）が、
当市ほか共同提案団体でも見受けられ、国民健康保険税の課税漏れや遡
及課税が発生する要因となっている。
免税前の所得については、国民健康保険税の適正課税だけでなく、介護保
険料の算定にも必要となることから、租税特別措置法適用者の確実な把握
が求められる。
※当市においては、確定申告書B第一表農業収入・所得欄に数字があるも
の（令和３年1,568件）を確認し、肉用牛所得がある場合は、確定申告書B第
一表㊶に「免」と記載のあるもの、第二表の特例適用条文欄に「措法25条」
と記載のあるもの、前年の確定申告において、肉用牛免税・免税外所得が
あったもの等について、税務署に赴き、肉用牛の売却による所得の税額計
算書、収支内訳書等を謄写し把握しているが、把握に係る事務が膨大と
なっている（令和３年35件）。
（参考）当市で発生した遡及課税状況（要因：確定申告書の記載漏れ）
・平成30年度処理　２件（平成28年度分、平成29年度分）
・令和元年度処理　１件（平成30年度分）
・令和２年度処理　２件（平成30年度分、令和元年度分）

100 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 国民健康保
険税の賦課に
必要となる租
税特別措置
法第25条適
用者情報に関
する税務署か
ら市町村への
情報提供

国民健康保険税賦課に必要となるため、地方税法第20
条の11に基づき、市町村が税務署に対し、関係資料の閲
覧等の協力要請を行った場合に、特別措置法第25条適
用者情報については、適用者リスト等による情報提供に
協力するよう、事務連絡等によって周知を図る。
※情報提供の仕組みは必ずしも国税連携システムの
データ提供に限らずともよく、税務署で備える台帳の整備
や補完資料の提供等により市町村が所得把握をしやすく
することを求めるもの。

伊勢崎
市、太田
市、沼田
市、渋川
市、藤岡
市、安中
市、みど
り市、榛
東村、甘
楽町、長
野原町、
草津町、
高山村、
東吾妻
町、川場
村、昭和
村、みな
かみ町、
玉村町、
千代田
町、邑楽
町



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見

解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

１ポツ目

２ポツ目
検討中

刷新後の基幹システムの安定運
用を考慮しつつ、実施予定時期
を検討中。

国から地方公共団体への情報提供につ
いて、令和８年度に国税に関する基幹シ
ステムである国税総合管理（KSK）システ
ムの刷新及び地方税のオンライン手続
のためのシステム（eLTAX）の更改が予
定されているところ、提案の情報も含め
て関係府省とともに検討を進めている。

今後も必要に応じて打合せを行い、令
和８年度の実現に向けて検討を進め
る。

１ポツ目
通知

１ポツ目
令和４年３月31日

１ポツ目
総務省において、支援措置申出者が他
の市区町村に所在する固定資産を有し
ている場合に、当該市区町村に支援措
置に準じた支援を申出る仕組みとその留
意点について、各都道府県宛てに通知し
た（【通知】「ドメスティック・バイオレンス、
ストーカー行為等、児童虐待及びこれら
に準ずる行為の被害者の保護のための
措置に係る支援措置申出書の様式の変
更と留意点について」（令和４年３月31日
総行住第32号、総税固第８号）。

２ポツ目
検討中

未定 関係府省において、個人情報保護の観
点等を踏まえつつ、地方公共団体間で措
置情報を共有する仕組みの在り方につ
いて検討。

関係府省において、個人情報保護の
観点等を踏まえつつ、地方公共団体
間で措置情報を共有する仕組みの在
り方について検討する。

―

―

―

５【総務省】
（６）地方税法（昭25法226）及び租税特別措置法（昭32法26）
肉用牛の売却による農業所得の課税の特例（租税特別措置法（以下こ
の事項において「措置法」という。）25条）については、以下のとおりとす
る。
・国税電子申告・納税システム（e-Tax）以外の方法により提出された所
得税申告書については、措置法25条適用者の場合、各税務署が当該
申告書の税務署整理欄のうち「区分H」欄に「１」（措置法25条適用者）又
は「３」（措置法25条適用者の義務的修正）と補完記入を行うことについ
て、地方公共団体における国民健康保険料（税）に係る賦課（課税）事
務等の円滑かつ適正な実施を図る観点から、「確定申告期における事
務処理要領」において、当該補完記入に係る事務処理手順を徹底する
よう、国税局及び税務署に周知する。
［措置済み（令和３年10月27日付け国税庁管理運営課長、企画課長、課
税総括課長、個人課税課長、資産課税課長指示）］
・「肉用牛の売却による所得の税額計算書」及び「収支内訳書」に関する
国と地方公共団体との情報連携並びに当該特例適用者の一覧表等に
よる国から地方公共団体への情報提供については、令和８年度に予定
されている国税に関する基幹システムである国税総合管理（KSK）シス
テムの刷新及び地方税のオンライン手続のためのシステム（eLTAX）の
更改に合わせて、国及び地方公共団体の間での閲覧事務の更なる効
率化の実現に向け、地方公共団体の意向も踏まえつつ検討し、令和７
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：財務省及び厚生労働省）

税務署整理欄の補完記入漏れが見受けられるとの指摘を踏まえ、各国
税局・税務署に対し、改めて事務処理手順の徹底を注意喚起することと
したい。
また、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」や「収支内訳書」の
データ連携や、租税特別措置法第25条適用者の一覧表等による情報
提供への協力については、令和８年度に予定されている国税の基幹シ
ステムの刷新と地方税のeLTAXのシステム更改に際し、国税・地方税双
方の閲覧事務の更なる効率化の実現に向け、地方団体の意向も踏まえ
つつ、検討してまいりたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国市長会】
提案内容が現行制度下において対応可能であるならば、十分な周知を
行うこと。

５【総務省】
（９）住民基本台帳法（昭42法81）
（ⅳ）DV等支援措置の実施を求める旨の申出又は延長の申出を受けた
市区町村が他の市区町村に対し、当該措置の対象となっている者に係
る情報（以下この事項において「措置情報」という。）を転送する運用に
ついては、以下のとおりとする。
・DV等支援措置の申出者が他の市町村に所在する固定資産を有して
いる場合に、当該市町村に措置情報を伝達する具体的な方策について
検討し、地方公共団体に令和３年度中に通知する。
（関係府省：内閣府、警察庁及び厚生労働省）
・個人情報保護の観点等を踏まえつつ、地方公共団体間で措置情報を
共有する仕組みの在り方について検討する。
（関係府省：内閣府、警察庁及び厚生労働省）

DV等支援措置の申出を受けた市町村から、申出者の固定資産等の所
在市町村に対して、DV等支援措置の情報を連携する方法について、自
治体の実務も踏まえ、適切な対応について通知を発出することを検討し
たい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足
資料

管理番
号

提案区分

提案事項名 求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

根拠法令等
制度の所
管・関係府

省
団体名

その他（特
記事項）

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答

国と地方団体との申告書等の情報連携については、双方の事務を効率
化する観点から、国・地方間での申告書等データの連携を推進してきた
ところである。
また、固定資産税の償却資産に係る賦課徴収において、所得税又は法
人税に関する書類を閲覧する必要がある場合には、地方税のオンライ
ン手続のためのシステムであるeLTAXを経由すれば、国税から連携さ
れた電子申告書等データを地方団体において電子的な閲覧が可能と
なっている。
このため、国税・地方税双方の電子申告の利用率向上を図ることが重
要であり、電子申告の利用促進やシステムの利便性向上を引き続き
図っていくこととしている。国税の基幹システムの刷新と地方税の
eLTAXのシステム更改が令和８年度に予定されており、それを踏まえ
て、書面提出された書類に関するデータの連携など、閲覧事務の更なる
効率化について、検討してまいりたい。
なお、当該市町村内に事業所等が存在せず法人住民税の申告が行わ
れていない法人や、償却資産の申告が行われていない法人などに対す
る課税対象の捕捉のための調査の電子化に関しては、調査対象法人
以外の税務情報まで幅広く市町村が閲覧できる状態を防止する方策な
ど、税務上の秘密保持を含めた検討を重ねる必要があると認識してい
る。

令和８年度のシステム更改時に併せて、更なるデータ連携について検
討いただけるとのこと、ぜひ実現いただきたい。
上記全般的なシステムの見直しにおいて、求める措置の第一である、
固定資産税のうち償却資産の賦課徴収に必要となる書類について「国
税連携システム等の電子的手段を用いて、市町村が税務署へ臨場する
ことなく閲覧可能にすること」についても検討いただけるものと理解して
いるが、本件提案の趣旨を踏まえ、確実に実現いただきたい。
求める措置の第二である、「市町村が所轄税務署に臨場すれば、所轄
外の税務署が保有する国税資料についても、電子的な手段等を用いて
閲覧可能にすること」は、当該市町村内に事業所等が存在せず法人住
民税の申告が行われていない法人や、償却資産の申告が行われてい
ない法人などに対する課税対象の捕捉のための調査について、現行制
度では、遠方地の税務署まで直接臨場し、書類を「閲覧」又は「記録」す
ることしかできず、「提供」を求めることはできないことから、当団体だけ
でも年間数百件もの調査を断念せざるを得ない状況であることや、税務
署への臨場に要する旅費が１件に対し10万円を超える事例があるな
ど、償却資産の課税に大きな支障が生じている状況であることを踏ま
え、システムの更改を待たずして、法令の解釈・運用により対応できる
措置について御検討いただきたい。
固定資産税のうち償却資産の賦課徴収は、登記制度がないことから、
納税義務者からの申告によるところが大きく、申告内容に疑義がある場
合及び申告がない場合には、適正に申告いただいている納税義務者と
の不公平をなくす観点からも、市町村はできうる限りの調査を尽くす必
要があると認識している。
税務行政運営上、国と市町村は相互に協力して事務の効率化を図るこ
とが必要とされている中で、国税では、現行制度において、市町村に対
して、帳簿書類その他の物件の「閲覧」又は「提供」を求めることができ
るとされており（国税通則法第74条の12）、市町村までの臨場を求める
ことなく、資料提供を実施していることなども御勘案いただきたい。

147 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 マイナンバー
カード交付手
続における民
間委託可能
範囲の拡大

例えば、暗証番号等の入力作業及び交付申請者が保有
する住基カード又は個人番号カード再交付申請時におけ
る返納された個人番号カードの廃止処理等作業者の意
思決定を伴わない機械的な作業については、市町村の
適切な管理下で秘匿性の高い情報漏洩を防止する措置
（民間事業者に対する研修の実施、市町村職員と同一フ
ロアでの業務、終業時に廃止カード一覧を市町村職員に
報告等）を条件に、民間業者への委託を可能とすること。

【現状】
マイナンバーカード関連業務は、「交付・不交付の決定や、請求・届出内容
の審査、住民基本台帳ネットワークシステムの運用・統合端末の操作を除
き、市町村の適切な管理下にある状況であれば、基本的には委託可能であ
る」とされている（「マイナンバーカード交付円滑化計画の策定について」（令
和元年９月11日付け閣副第396号ほか））。
さらに、カードの交付事務に係る統合端末の操作について、「個人番号カー
ド交付前設定（端末情報と券面情報の照合）」の操作権限のみに限定して、
民間事業者への委託が可能とされたところ（「マイナンバーカードの交付事
務に係る民間事業者に委託することが可能な業務の範囲について」（令和２
年12月28日付け総行住第212号））。
【支障】
カード交付前の準備作業のうち、暗証番号の設定及び事後における住基
カード又は再交付申請時における返納された個人番号カードの廃止処理
は、作業者の意思決定を伴わない機械的な作業であるが、情報漏洩防止
のため民間委託が認められていない。
暗証番号設定に１分程度/枚、旧カードの廃止処理（新規交付者の1割程度
が該当）に２分程度/枚を要するため、例えば１日あたり500件程度のマイナ
ンバーカードを交付する自治体では10時間/日の業務量となる。令和４年度
末の全国民のカード取得に向けて、今後さらに交付ペースを加速させる必
要があるが、自治体職員だけではカード交付枚数の増加に対応できるマン
パワーを確保できない。

令和４年度末までにほぼすべての住民がマイナンバー
カードを取得するという国の目標を達成するため、真に職
員のみが実施すべき事務に注力できる合理的なカード交
付体制の確立に資する。

マイナンバーカード交
付円滑化計画の策定
について（令和元年９
月11 日付け閣副第
396 号、府番第117
号、総行情第49 号、
総行往第83 号）、マ
イナンバーカードの交
付事務に係る民間事
業者に委託すること
が可能な業務の範囲
について（令和２年12
月28日付け総行住第
212号）

総務省 兵庫県、
滋賀県、
京都市、
大阪府、
堺市、神
戸市、姫
路市、和
歌山県、
鳥取県、
徳島県、
関西広
域連合

札幌市、旭川
市、つくば市、
東海村、桐生
市、千葉市、
江戸川区、横
浜市、川崎
市、相模原
市、横須賀
市、山梨県、
長野県、高山
市、浜松市、
豊橋市、宝塚
市、たつの
市、府中町、
宇和島市、大
牟田市、久留
米市、宮崎
県、延岡市、
沖縄県

○基本的に派遣職員は統合端末が使用できないため、市民からの問い
合わせに対し、統合端末で調べる事柄になると、会計年度任用職員以
上の職員が対応せざるをえなくなっている。提案市の意見のとおり、暗
証番号の設定なども手が空いた時に派遣職員が行うことができれば、
正規職員の膨大な時間外業務の削減にもつながり、また、交付率をあ
げるための計画等に注力することができる。
○規制緩和されることで一連の事務処理の委託化がスムーズに移行出
来ると考えます。特に担当の所属、担当職員は人員の確保、人員の教
育指導、作業指示等に時間を費やすことが多く今後長期的に又安定的
な業務をするにあたり委託の選択肢も必要と考える。
○一部の業務が委託できないことにより、委託化のメリットが薄れてい
ると思われる。令和４年度までのマイナンバーカード交付に限らず、普
及した後の更新業務についても年によって膨大な事務量となることか
ら、職員での対応は難しく、委託の可能範囲を拡大する方向で検討して
いただきたい。
○令和４年度末にほとんどの住民が個人番号カードを取得する目標を
実現するために、同カードの普及促進の強化が図られると予想される。
それに伴い市区町村の交付事務も煩雑になることから交付事務の円滑
化を図ることも重要であると考える。
○申請時来庁方式のカード交付に係る暗証番号の設定や出張申請の
際の本人確認など、外部委託ができないことで、大規模な政策を打ちだ
すことができない現状がある。規制緩和がなされれば、民間活力を利用
し、大幅な交付率増加が見込まれる。
○委託できる業務が限られているため、カード交付には市町村職員が
必要となっており、十分な交付体制を確保することが難しいため、交付
通知書の発送数を調整するなどして、現在の体制で交付可能な分量を
交付している状態である。出張申請においても、委託職員だけでは交付
が完結しないため、現状、市町村職員で対応可能な分のみ受付を行っ
ている。委託可能となれば、より多くのカード交付を行うことができる体
制を整えることができ、交付率上昇に繋がる。

マイナンバーカードの交付に関し、民間委託が可能となる事務は、一連
の交付手続中、公権力の行使にあたらない事実行為に限られるところ。
また、統合端末操作の民間委託にあたっては、本人確認情報の漏洩の
危険性に留意しつつ、委託する事務の遂行に必要な範囲に限定した操
作権限を付与する必要がある。
御意見をいただいた事務を実施するために必要な統合端末の操作権限
は、現在、民間事業者への委託を可能としている「個人番号カード交付
前設定」の操作権限とは異なり、全国の住民の本人確認情報が閲覧可
能な「個人番号カード交付全般」「個人番号カード管理全般」の操作権限
を使用する必要があるが、それらの権限を付与した統合端末の操作を
民間事業者に委託することは本人確認情報の漏洩の危険性が高まるこ
とから適当ではないと考えている。そのため、当該事務の民間委託を可
能とするためには、当該事務が実施できるとともに本人確認情報の閲
覧可能範囲が自市町村の住民に限定される新たな操作権限を設定す
る必要があるところ、統合端末の改修経費・期間が必要になることに加
え、統合端末の操作権限追加に伴う事務の複雑化も懸念されるところ
であるから、慎重な検討が必要と考えている。

暗証番号等の入力作業及び交付申請者が保有する住基カード又は個
人番号カード再交付申請時における返納された個人番号カードの廃止
処理等は、作業者の意思決定を伴わない機械的な作業で、公権力の行
使にあたらない事実行為である。なお、「個人番号カード交付全般」「個
人番号カード管理全般」の操作権限においても、検索できるのは自団体
に転入した者に限られている。
一方、本人確認情報の漏洩の危険を防止するため、市町村の適切な管
理下で秘匿性の高い情報漏洩を防止する措置（民間事業者に対する研
修の実施、市町村職員と同一フロアでの業務、終業時に廃止カード一
覧を市町村職員に報告等）を条件とすることを合わせて提案している。
また、自治体が民間事業者と委託契約を結ぶ際、秘密の保持や個人情
報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理の
ために必要な措置を講じることを義務付けることが一般的であるが、総
務省としても地方公共団体に対し、委託契約のひな形や個人情報漏洩
防止のためのマニュアルを示すなど、工夫の余地があるのではないか。
自治体職員だけではカード交付枚数の増加に対応できるマンパワーを
確保できない中、令和４年度末の全国民のカード取得に向けて、今後さ
らに交付ペースを加速させる必要があるため、さらなる民間委託可能範
囲の拡大を検討されたい。

○当市では償却資産の年間申告件数約8,500件（法人約5,200件、個人
約3,300件）のうち任意抽出にて法人約50件、個人約10件程を管轄の税
務署にて閲覧・複写しているが、税務署への作業依頼、スケジュール調
整等が負担になっており、提案の改正が図られれば、業務に係る時間
の短縮、業務の効率化、適正課税につながっていくと考える。
○当市においても太陽光発電設備等について同様の支障事例がある。
なお、国税連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類の
中でも、所得税については償却資産の推計課税に必要な収支内訳書等
（減価償却費の計算部分）の書類が添付されていない場合が多々ある
が、所轄税務署に臨場すればその書類が添付されているケースがあ
る。電子的な手段を用いて当該市町村を所轄する税務署以外の資料が
閲覧可能となった場合、添付書類等の改善が必要と思われる。
○当市においても、提案団体と同様の支障事例があり、実際に調査を
することができなかったこともあるため、提案内容に賛成する。
○当市においても地方税法第354条の２により調査を行っているが、所
得税又は法人税に関する書類については電子媒体での提供を断られて
いるため、税務署にて紙台帳を閲覧し、内容を手書きで写しているた
め、多大な時間を費やしている。電子的手段により税務署に行くことなく
閲覧可能になれば、調査に係る時間や費用の大幅な削減になり、加え
て実地調査できる件数も増やせることから、より公平で適正な課税に繋
げられると考える。
○当市では、市外在住者等の償却資産について、通知を送る等対応し
課税処理をしている。一方、国税連携システム閲覧範囲外の利用が出
来れば、それを踏まえて新たな手法で償却資産の慫慂を促す効果が得
られる。
○新規に事業所を設置した事業者等において、翌年の償却資産申告書
の提出がない場合には未申告として申告の慫慂を随時行っているが、
当該事業者の所在地が遠隔地の場合、現状では関与税理士や資産状
況の調査等は断念せざるを得ない。当市においてこのような事例は年
間20件程度であるが、課税の公平性を担保し、適正な申告の必要性に
ついて納税義務者の理解と協力を得ること、将来的に悪質な未申告者
等への推計課税の導入について調査研究を行うためにも、本提案につ
いて同意するものである。
○提案団体が示す支障事例に加え、税務署で所得税又は法人税に関
する書類（以下「国税資料」という。）の閲覧等を行うための日程調整等
を要すること、国税資料の閲覧等が１税務署当たり１～２日程度の時間
を要すること、遠方の税務署になると移動時間が往復で２時間程度要す
る場合があること等の理由から効率的な調査が行えていない。当市に
おいても遠方であること等が理由で税務署での閲覧を行うことができな
い事例が年間300件程度ある。法人においては地方に支店が所在して
いることが多いため本店所在地を所轄する税務署へ赴くことが現実的
に不可能である場合が多々ある。そのため、国税資料の閲覧方法を見
直すことで、公平・適正課税に繋がると考える。さらには、国税資料の閲
覧が全て電子化されることで調査の効率化に繋がる点からも必要であ
ると考える。
○国税連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類以外
については、月に１回程度、所管の税務署へ出向き閲覧しているが、移
動に時間を要し、また記録にも時間を要している。法人の本店所在地等
の所轄税務署が遠方の場合は、郵送で閲覧を依頼しているところであ
るが、税務署によっては、回答不可の場合もある。

112 B　地方に対
する規制緩和

11_その他 地方税法第
354条の２に
基づく所得税
又は法人税に
関する書類の
閲覧方法の
見直し

固定資産税のうち償却資産の賦課徴収に必要となる所
得税又は法人税に関する書類について
【第一】国税連携システム等の電子的手段を用いて、市
町村が税務署へ臨場することなく閲覧可能にすること。
【第二】市町村が所轄税務署に臨場すれば、所轄外（※）
の税務署が保有する国税資料についても、電子的な手段
等を用いて閲覧可能にすること。
※当該市町村を所轄する税務署以外

【支障事例】
地方税法第354条の２に基づき、所得税又は法人税に関する書類は、国税
連携システムでデータ連携し閲覧が可能となっている書類以外は、当該書
類を保有する税務署へ臨場し閲覧又は記録をしなければならないため、現
地までの移動に時間や費用を要する場合がある。
【制度改正の必要性】
固定資産税のうち、償却資産については、納税義務者に申告義務があるこ
とから、提出された申告書類を精査し課税額を決定する。申告内容に疑義
が生じた場合、そもそも申告すべき者からの申告がない場合等には、申告
の催促や各種調査等を行う。市町村が推計で課税することも可能である
が、償却資産は動産であることから、所有者の特定が難しいこと、課税額の
算出は取得価額と取得年によって行うこと等から、実務上推計は困難であ
る。当市内に納税義務者の事業所がある場合等、所得税又は法人税に関
する書類を国税連携システムで確認することができるが、当市内に納税義
務者の事業所がない場合及び納税義務者が個人である場合は、当該納税
義務者の所轄税務署（法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地）
へ臨場して、所得税又は法人税に関する書類の閲覧を行う必要がある。法
人の本店住所地等が当市近郊であれば、当該本店所在地等の所轄税務署
へ臨場することも可能だが、遠方である場合には、臨場に要する時間及び
経費の関係から断念せざるを得ず（※）、円滑な地方税運営に支障が生じて
おり、税負担の公平性が確保できない恐れがある。なお、上記支障事例
は、太陽光発電設備、工事現場で使用する重機、プレハブ等の所有者に多
い傾向がある。当市内に太陽光発電設備を設置した法人（当市内に事業所
なし）について、他県に本店等があることは把握しているものの、臨場を断
念せざるを得ず、適正な課税までに時間を要した事例がある。
※当市においては、このような事例が年間200件程度ある。

調査が効率化され、地方税の税負担の公平性確保がよ
り確実なものとなる。
市町村における固定資産税（償却資産）の適正課税及び
税収確保が図られる。

地方税法第354条の２ デジタル
庁、総務
省、財務
省

北広島
市、恵庭
市

北見市、苫小
牧市、美唄
市、赤平市、
名寄市、砂川
市、石狩市、
郡山市、いわ
き市、水戸
市、高崎市、
千葉市、小田
原市、山梨
県、長野県、
豊橋市、半田
市、知多市、
八尾市、広島
市、山鹿市、
中津市、宮崎
市



見解
補足
資料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第１次回答を踏まえた追加提案団体からの見

解

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 各府省からの第２次回答
令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年12月21日閣議決定）記載内容

※提案提出年以降の対応方針に記載があるものは当該対応方針の記載内容を
＜当該対応方針決定年＞として併記

地方団体の意向も踏まえつつ、関係
省庁等と協力して課題の整理を進め
る。

実現に向けて、「デジタル社会実現のた
めの重点計画」（令和４年６月７日閣議決
定）施策集に【Ｎｏ.９－10】国税地方税連
携の推進を記載。
地方団体が電子的手段により閲覧でき
る国税に関する情報の拡充に向けて、地
方団体の意向も踏まえつつ、関係省庁と
ともに、具体的な実現方式及びスケ
ジュールを策定。

令和８年度に予定する国税・地方
税の各システムの刷新後に、実
施予定。

システム刷新５【総務省】
（５）地方税法（昭25法226）
（ⅱ）償却資産に対する固定資産税の賦課徴収に係る所得税又は法人
税に関する書類の閲覧等（354条の２）の規定に基づく閲覧事務につい
ては、国及び地方公共団体の間での当該事務の更なる効率化の観点
から、地方公共団体が電子的な手段により閲覧できる国税情報の拡充
の実現に向け、令和８年度に予定されている国税に関する基幹システ
ムである国税総合管理（KSK）システムの刷新及び地方税のオンライン
手続のためのシステム（eLTAX）の更改に合わせて、地方公共団体の意
向も踏まえつつ、運用上の課題等を整理しながら検討し、令和７年度中
に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：デジタル庁及び財務省）

国と地方団体との申告書等の情報連携については、双方の事務を効率
化する観点から、国・地方間での申告書等データの連携を推進してきた
ところであり、今後も引き続き双方で取組を進めていくことが重要であ
る。
求める措置の第二の提案の実現に当たっては、システム的には、令和
８年度に予定されている国税の基幹システムの刷新と地方税のeLTAX
のシステム更改より前は対応が困難である。また、運用により対応でき
る措置については、新たな事務負担が生じる可能性があることから、課
題等の整理が必要である。
令和８年度に予定されている国税の基幹システムの刷新と地方税の
eLTAXのシステム更改では、国税・地方税双方の閲覧事務の更なる効
率化の実現に向け、地方団体の意向も踏まえつつ、検討してまいりた
い。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

― 実現に当たって必要となるシステム改
修を令和５年度中を目処に実現するこ
ととし、市町村の適切な管理下におい
て、職員の決定に基づくカードの交
付、引っ越し等に伴う券面更新、暗証
番号の変更及び廃止処理等のための
統合端末の操作（暗証番号の入力そ
のものを除く。）について、民間事業者
への委託を可能とすることとする。

個人番号カードの交付等に係る事務に
おいて、交付申請者の本人確認及びそ
の結果に基づく交付等を行うことに関す
る決定は市町村職員が行う必要がある
が、市町村の適切な管理下において、職
員の決定に基づくカードの交付、引っ越
し等に伴う券面更新、暗証番号の変更及
び廃止処理等のための統合端末の操作
（暗証番号の入力そのものを除く。）を行
うことは、操作に当たって検索・閲覧でき
る個人情報の範囲を制限するシステム
改修を行った上で、民間事業者への委託
が可能であるとの制度上の結論を得た。

通知により対応予定（令和５年度
中を目処とするシステム改修完
了後）

統合端末システムの改修等＜令３＞
５【総務省】
（14）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅳ）個人番号カードの交付に係る民間事業者への事務の委託につい
ては、暗証番号の入力及び返納された住民基本台帳カードや個人番号
カードの廃止処理等の事務について、外部委託を可能とすることについ
て検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

＜令４＞
５【総務省】
（24）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅳ）個人番号カードの券面更新などの統合端末の操作を行う事務につ
いては、令和５年度から、市町村長（特別区の長を含む。）の適切な管
理下において外部委託を可能とする。

マイナンバーカードの暗証番号は、知識認証として本人確認における重
要な要素を構成しており、特に署名用電子証明書の暗証番号について
は、本人であることについて電子署名法上の推定効が働くなど、法律効
果を発生させる基礎となる意義を有しているものであることから、その設
定を守秘義務等の地方公務員法上の服務規律が課せられない民間事
業者に委託することは慎重な検討が必要であると考えている。
返納されたマイナンバーカードの廃止は、原則市町村の責任の下で実
施されるべきものであるが、市町村職員が選別した廃止すべきカードに
係る廃止処理作業で事実行為に当たる作業は民間事業者に委託する
ことは可能であり、市町村の適切な管理の下であれば、現在において
も、カードの物理的な廃止処理作業については民間事業者が実施する
ことは可能であると考えている。一方で、当該カードに係るカード管理シ
ステム上の運用状況を変更する統合端末の操作については「個人番号
カード管理全般」の操作権限を使用する必要があるところ、この権限区
分においては「本人確認情報検索」が使用可能であるため、全国の住
民の本人確認情報が閲覧可能となり本人確認情報の漏えいの危険性
が高まることから、守秘義務等の地方公務員法上の服務規律が課せら
れる公務員に付与されるべきものと考えている。このため、統合端末の
改修に必要な期間や費用等を精査する必要があるが、ご提案を実現す
るための対応について検討を進めてまいりたい。

【全国知事会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

―
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